
旭川市地籍調査実施計画概要版

公図（明治の地租改正の際に作成された図面） 地籍図（地籍調査による境界が正確な地図）

災害復旧の
迅速化

公共事業の
円滑な実施

土地の有効利
用の促進

土地取引等
の円滑化

課税の
適正化・
公平化

 昭和26年の国土調査法の施行により地籍調査が開始。昭和38年には長期的な視点から

一層の推進を図るため国土調査事業十箇年計画が策定され，以降第6次（H22～R元）ま

で順次計画が進められてきたが，都市化の進行に伴い，土地の細分化や，相続等による

所有権の複雑化などにより，計画の進捗率は52％にとどまってる。

旧東鷹栖町時代（S39～S41） 58.21㎢

第1・２次十箇年計画期間実績（H18～R3）

17.42㎢

法第19条第5項指定済  10.40㎢

合計 86.03㎢  進捗率 17.7％

（３）全国の地籍調査の現状

※１

※２

※１　登記所地図作成は法務局で行われる地籍調査と同等の効果が
得られる調査事業。
※２　国土調査法第19条第5項に基づき国土交通大臣等が指定する
制度で，地籍調査と同様の取扱いとなる測量。

 本市の地籍調査は旧東鷹栖町時代（昭和39～41年）に実施して以降休止。平成18年

に旭川市地籍調査事業計画（第1次計画）を策定し調査を再開し，現在は第2次計画（平

成28～令和８年）に基づき実施しているが，調査対象地域486.81㎢に対し，令和３年

度末現在での調査実績は86.03㎢で，進捗率は17.7％と全国進捗率の52％を大きく下

回っている。

新たに「旭川市地籍調査実施計画」を策定。

「旭川市地籍調査事業計画（第２次計画）」

・登記所備付地図作成作業からの継続
・道路整備など公共事業との連携

調査区域の設定と調査年次を示す計画

地籍調査

の進捗を

加速する

土地の寸法や

位置等の情報を

更新
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・市民や事業者の地籍調査に対する理解を深める
・民間測量成果活用制度の導入
・法務局との連携

・新しい調査手法の積極的な導入

・新しい方針で地区選定の考え方を示す

・対象地区ごとの調査手法を示す

・明確な目標値の設定

（２）地籍調査の効果

（１）地籍調査とは

（４）第７次国土調査事業十箇年計画の策定

【迅速かつ効率的な調査実施に向けた７つの施策】

 ①街区境界調査の導入         ②防災等の各種施策との連携

 ③固定資産課税台帳等の活用      ④民間・公物管理測量成果の活用

 ⑤筆界特定制度の活用         ⑥筆界案公告による調査

 ⑦リモートセンシング（航空写真など遠隔調査）データの活用

「第７次国土調査事業十箇年計画」の策定(令和2年5月）

・可能な限り調査を早期に実施
・その効果を最大限発現させる

・調査手法の見直し
・調査区域の重点化法律の改正等

 地籍調査とは，土地一筆ごとの所有者，地番，地目を調査し，境界の位置と面積を測

量する調査。土地に関する記録は登記所で管理されているが，備え付けられた図面は古

く測量精度の低いものが多いため地籍調査による正確な情報への更新が進められている。

【課題】
・所有者不明土地の解消
・防災対策の充実
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新たな調査手法による実施

防災の観点から緊急性を考慮した
地区選定及び調査手法

計画の進め方

防災対策を優先した地区選定

街区境界調査の導入

税情報等の活用

筆界案の公告による調査

筆界案の送付・集会所での調査

筆界特定制度の活用

リモートセンシングデータの活用

民間・公物管理測量成果等の活用

計画の方針

防災対策を優先した
調査地区選定

様々な施策と連携した調査
の推進

新しい調査手法の
積極的な導入

法務局との連携

民間・公物管理測量成果等の積
極的な活用

（１）旭川市地籍調査実施計画策定の内容

（４）地区ごとの調査手法

計画期間は令和４年度から令和13年度までとします

（３）調査地区の選定

防災対策を優先した地区選定

・４大河川が合流する

 盆地に発展した都市

・過去に多くの水害被

 害が発生している

水害対策を
優先した調査
実施地区の
選定

調査実施を優先する地区の設定

①DID内である
②過去５年間の水害による家屋罹災件数
③旭川市洪水ハザードマップの情報

忠和を含む
神居地区
から着手する

社会資本整備事業と一体として調査する地区

・実施が確実な社会資本整備事

 業を基幹事業として連携が可

 能な場合

基幹事業の着手と工程を調整
しながら新規に着手する

既存調査地区の継続

・現時点で調査途中の地区は

 継続して調査が必要

新旭川・永山地区
を継続して調査する

・「街区境界調査」は道路等との境界のみ先

 行調査を実施することで，広範囲での調査

 が可能となり，迅速な調査により災害時の

 復旧に対しても効果的な手法

・街区境界調査完了後に，改めて一筆地調査

 に着手

調査により確定される境界線

（神居地区）防災対策を優先して「街区境界調査」で実施

効率的な調査手法「街区境界調査」

（２）計画目標

（新旭川・永山地区）調査の継続性を優先して「一筆地調査」で実施

・「一筆地調査」は，街区内の民民境

 界も含めて全ての土地の境界を調査

・権利関係が複雑な場合には調査に時

 間がかかることが課題

従来の調査手法「一筆地調査」

　調査により確定される境界線

1.2倍

DID及び宅地の
1・2次期間の調査
実績の推移比

6.36÷5.26＝

1.2倍
DIDの調査進捗率

２０％（R3年度末）

２８％


